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ＤＣ法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について

２０２２年１月２１日、「確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令」（令和４年厚生労働省令
第１３号）が公布され、これに伴い、関連通知の発出・改正が行われました。これは、ＤＣ拠出限度額の見直
し（※）が２０２４年１２月１日より施行されること等に伴い、ＤＣ法施行規則等について所要の整備を行う
ものです。

※ＤＣの拠出限度額について、ＤＢごとの掛金相当額を反映するもの。

＜今回発出・改正された通知＞
・①「確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について（通知）（年発0121第1号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885324.pdf
・②「確定拠出年金制度について」の一部改正について（年発0121第2号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885481.pdf
・③「確定給付企業年金制度について」等の一部改正について（年発0121第3号）
・④確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて（通知）（年企発0927第3号、【一部改正】年企発0121第1号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885588.pdf
・⑤「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について（年企発0121第2号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885329.pdf
・⑥「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について（年企発0121第3号）
・⑦「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続について」の一部改正について（年企発0121第4号）
・⑧「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について（通知）」の一部改正について

（年企発0121第5号）

本「年金ＮＥＷＳ」では、改正省令等の主な概要についてご案内いたします。

* 本資料では、「確定拠出年金」を「ＤＣ」、「確定給付企業年金」を「ＤＢ」と表記します。

【内容】
１．改正省令等の主な概要について

２．その他情報の提供

＜別紙＞参考資料※
※当別紙は、厚生労働省が作成し通知（年企発0927第3号、【一部改正】年企発0121第1号）に「参考資料」として
添付されているものです。
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本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。

◇２０２２．２．１ 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-202202-170-0423-D）

TEL : 03-5533-5572

〔受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/31～1/3を除く。）〕

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 

年金ＮＥＷＳに関する照会先
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https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885324.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885481.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885588.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000885329.pdf


１-１．ＤＣ法施行規則の一部改正の概要

【企業型ＤＣ実施事業主から企業型記録関連運営管理機関（企業型ＲＫ）への加入者情報の通知義務】

○企業型ＤＣ実施事業主は、企業型年金規約の承認を受けた場合は、企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生
年月日、基礎年金番号、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日の他、
他制度掛金相当額等を企業型ＲＫに速やかに通知する。

○企業型ＤＣ実施事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合は、その旨及び変更後
の他制度掛金相当額を企業型ＲＫに速やかに通知する。

【企業型ＲＫが、企業型年金加入者等が閲覧できる状態に置かなければならない事項】

○企業型ＲＫは、企業型ＤＣの加入者向けのウェブサイトで、

・事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況

・ＤＢ等の他制度の加入者にあっては、他制度掛金相当額

・企業型ＤＣの事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合、すなわち、

当該企業型ＤＣの加入者がｉＤｅＣｏに加入できない場合は、その旨

・拠出することができると見込まれるｉＤｅＣｏ掛金の額

等を表示すること。企業型ＤＣに加入する者がｉＤｅＣｏの加入や変更等の申出をする際には、

このウェブサイトで加入の要件等を確認するよう促すこと。

【企業型ＤＣ実施事業主およびＤＢ実施事業主から、国民年金基金連合会への情報提供】

○企業型ＤＣ実施事業主が、毎月末日現在における企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算
して２営業日以内に企業年金連合会を経由して国民年金基金連合会に通知しなければならない事項に、ＤＢ等
の他制度掛金相当額を追加する。

○ＤＢ実施事業主等は、毎月末日現在における次に掲げるＤＢ加入者に関する情報を、当該月の翌月末日までに、
企業年金連合会を経由して国民年金基金連合会に通知しなければならない。

・基礎年金番号、性別及び生年月日

・ＤＢを実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称

・他制度掛金相当額

・当該ＤＢ加入者に係るｉＤｅＣｏ加入者掛金の額が拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要

な情報

【ｉＤｅＣｏ加入者から国民年金基金連合会への他制度加入有無の申出】

○ｉＤｅＣｏの加入を国民年金基金連合会に申し出る際に、他制度の加入状況を申し出るものとすること。当該
申出の際は事業主証明書の添付が不要になること。事業主証明書は廃止するが、事業主は、従業員から企業年
金の加入状況の照会があった際には適切に対応すること。また、従業員の企業年金の加入状況に変更があった
場合は、当該従業員に周知すること。

○ｉＤｅＣｏの加入後に他制度の加入状況に変更があった時は、当該変更について国民年金基金連合会に届出が
必要であること。当該変更の届出の際の事業主証明書の添付も不要とすること。

１．改正省令等の主な概要について

○今回の改正で明らかになった事項のうち、主なものは以下のとおりです。



１－２．ＤＢ法施行規則の一部改正の概要

【ＤＢ規約変更における軽微な変更の一部見直し】

○ＤＢ則第７条第１項第４号に規定するその他の給付の設計の軽微な変更から、規約の変更が効力を有すること
となる日（規約変更日）前の期間に係る給付の額の増額となる規約の変更を除く。（当該増額に係る実施事業
所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。）

【施行日（２０２４年１２月１日）前に他制度掛金相当額をＤＢ規約に定める場合の特例】

○施行日前に、財政再計算を実施することなく、他制度掛金相当額をＤＢ規約に定める場合、当該規約変更は特
に軽微な変更とする。

【基金型ＤＢの事業主から基金への、加入者の資格取得又は喪失の届出期限の変更】

○現行は当該資格取得又は喪失の日から３０日以内としているところ、当該資格取得又は喪失の日から３０日又
は当該資格を取得又は喪失した日の属する月の翌月１４日のいずれか早い日までとする。

【ＤＢ代表事業主または基金からの規約変更に関する事業主への情報提供】

○規約の変更をしようとする時は、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び
規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。

１－３．拠出限度額変更に関する経過措置の取扱い

○２０２４年１２月１日施行のＤＣ拠出限度額の変更において、施行の際に企業型ＤＣを実施している事業主に
ついては、現行制度が適用されます（経過措置）。今回、経過措置の取扱について、詳細が定められました。

【詳細が定められた主な事項】

・経過措置の適用単位

・実施事業所の統合・分割や、組織再編等に伴う経過措置の取扱い

・ＤＢ規約の統合・分割等に伴う経過措置の取扱い

詳細については、当「年金ＮＥＷＳ」＜別紙＞※の１３頁～２３頁、および２７頁以降の「企業型確定拠出年
金の拠出限度額に係る経過措置に関するＱ＆Ａ」をご確認ください。

※当別紙は、厚生労働省が作成し通知（年企発0927第3号、【一部改正】年企発0121第1号）に「参考資料」
として添付されているものです。

２．その他情報の提供

○ＤＣ拠出限度額の変更をはじめ、各制度改正の施行が控えている中、厚生労働省より、制度改正に関するチラ
シが提供されております。企業型ＤＣやｉＤｅＣｏ加入の際の検討材料、従業員への説明等、様々な機会でご
活用ください。

チラシの登載場所（厚生労働省ＨＰ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194194_00002.html

○登載されているチラシは以下のとおりです。

【企業型ＤＣ加入者・事業主向け】

・企業型ＤＣ加入可能年齢の引上げ

・企業型ＤＣ加入者のｉＤｅＣｏ加入、拠出限度額の変更

【ｉＤｅＣｏ加入者・加入検討中の方向け】

・ｉＤｅＣｏ加入可能範囲の拡大、拠出限度額の変更に関するもの

○今回の改正で明らかになった事項のうち、主なものは以下のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194194_00002.html

